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   議事日程第３号       第２回定例会 

   令和３年６月１７日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

  なお、本日午前10時に訓練のための緊急地震

速報が全国一斉に放送されます。その際、一般

質問の途中ではありますが、暫時の間休憩とさ

せていただきますので、御了承ください。 

 

一 般 質 問 

 

○國井輝明議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 令和３年６月１７日（木）                        （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

９ 

 

 

１０ 

 

 

 

 

１１ 

 

住みよいまちづく 

りについて 

 

農業の凍霜害につ 

いて 

 

 

 

持続可能な農業経

営のために 

（１）移住定住の促進について 

（２）５Ｇの推進について 

（３）高松駅周辺の民間開発について 

（１）農業の凍霜害の被害状況と被害額

について 

（２）紅秀峰の霜害状況と産出額について 

（３）来年度に向けての凍霜害対策につ

いて 

（１）収入保険の加入促進について 

（２）収入保険の支援について 

９番 

佐 藤 耕 治 

 

 

 

市 長 

 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１２ 

 

 

１３ 

 

ジェンダー平等に

ついて 

 

生理の貧困につい

て 

（１）ジェンダー平等の考え方について 

（２）寒河江市の取り組みについて 

（３）学校教育のジェンダー平等について 

（１）備蓄品の中への生理用品の配備に

ついて 

（２）生活困窮者への生理用品の配布に

ついて 

（３）小中学校のトイレへの生理用品の

配置について 

２番 

太 田 陽 子 

市 長 

教 育 長 

 

市 長 

教 育 長 

１４ 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 

内川雨水対策につ

いて 

 

 

 

 

沼川排水機場整備

について 

 

 

 

 

 

 

 

日田地区雨水排水

工事について 

（１）内川対策協議会の会議において、

冠水被害対策についてどのような提

案がなされたのか伺う。 

（２）今後のスケジュールについて 

（３）内川排水機の整備について市長の

見解を伺う。 

（１）近年、地球温暖化の影響による災

害の激甚化が進んでいる。災害時の

沼川の重要性について伺う。 

（２）寒河江市の水害防止対策としての

災害時の沼川排水機場の役割につい

て伺う。 

（３）沼川排水機場は、45年間本市の水

害を守ってきた。そろそろ更新時期

と思うが市長の見解を伺う。 

 日田地区雨水対策として、地区内の雨

水を三度川から沼川に流す計画が進んで

いる。しかし、沼川と三度川の堤防に高

低差があるため、工事が始まる前に三度

川の堤防かさ上げをお願いしたいが市長

の見解を伺う。 

１１番 

阿 部   清 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

１７ 教育問題 （１）コミュニティ・スクールについて 

（２）教員の交通立哨と学校保健安全法

の関わりについて 

（３）学校運営協議会の人員構成について 

１３番 

荒 木 春 吉 

教 育 長 
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佐藤耕治議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号９番から11番までにつ

いて、９番佐藤耕治議員。 

○佐藤耕治議員 おはようございます。寒政・公

明クラブの佐藤耕治です。一般質問２日目、よ

ろしくお願いいたします。 

  新型コロナウイルスワクチン接種も順調に経

過しており、６月12日に感染注意警戒レベルが

４から３に引き下げられ、ほっとしているとこ

ろです。気を緩めることなく、日常生活を送ら

なければならないと思っているところです。 

  早速一般質問をさせていただきます。 

  通告番号９番、住みよいまちづくりについて。

（１）移住定住の促進について。 

  新型コロナウイルスが世界中で蔓延しており

ますが、現在ワクチン接種が進み、今後の経済

社会や生活ライフスタイルが大きく変わろうと

しております。東京都の人口は、転入から転出

が増加している状況になっており、地方への移

住定住が進んでおります。全国各地においても

チャンスと捉えている多くの自治体が推測され

ます。 

  私は、コロナ禍において、ピンチを大きなチ

ャンスと捉え、その時を逃がすことのないよう

にと考え、移住定住の促進についての市長の御

所見をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  佐藤議員から、住みよいまちづくりについて

ということで、移住定住の促進について御質問

をいただきましたが、都道府県別の人口構造の

変化を見てみますと、これまでは長年にわたっ

て、地方から首都圏などへの転出超過が進んで、

人口の一極集中の是正が図られない状態が続い

ていたわけでありますけれども、コロナ禍に伴

う社会動向の変化が大きな転換点となって、首

都圏などから地方への新たな人の流れが見られ

ていると言われているわけであります。 

  そうした中で、寒河江市の人口動態、平成29

年度以降、転入者が転出者を上回る状況が見ら

れております。令和２年も42人の転入者増の社

会動態の改善が見られているわけであります。

これは子育て住宅建設促進事業補助やＵターン

者などを対象にした奨学金の返還支援、それか

らアパートの家賃助成などの移住定住支援を実

施してきた成果であろうと考えております。 

  こうした動きを新第６次振興計画の期間中に

おいてもさらに加速していく必要がありますの

で、１つには、テレワークなどを活用し、地方

での生活を望む移住者を柔軟に受け入れる体制

整備を図ることが急務であると考えており、新

たな施策としてテレワークに必要なパソコンや

その周辺機器及び通信環境を整備するための費

用を助成していくことにしております。 

  加えて、国の地方創生テレワーク交付金を活

用して、来年度の開設を目指して、テレワーク

拠点施設の整備に向けた検討を進めているとこ

ろでございます。 

  また、新たに首都圏などからの移住者に対し

まして、自動車運転免許証の取得費用でありま

すとか、雪道運転講習の費用を助成するなどし

て、寒河江市に移住後も快適に生活できるよう

支援していくことにしているところであります。 

  さらに、市内の空き家、結構多くなっており

ますので、空き家などを活用して、ワーケーシ

ョン施設を整備して、働きながら休暇を楽しむ

過ごし方を体験していただいて、納得して本市

に移住してもらう取組も新たに進めていくこと

にしているところであります。 

  今後におきましても、コロナ禍によって社会

経済への影響が長期化しているわけであります

から、首都圏などから移住、移転する個人、あ

るいは企業の働き方の変化に対応した支援とい

うものを、スピード感を持って取り組んでまい

りたいと考えております。 
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○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。 

  令和２年度は42名の転入増ということで、大

変私もうれしい限りであります。なお、テレワ

ーク、空き家等につきましても、これから活用

されるべきものだなと私も思っているところで

す。その中でも、今後時代の変化は目まぐるし

いスピードで進むと言われております。必要な

情報、ニーズ対応が重要と、私は次の質問をさ

せていただきます。 

  （２）５Ｇの推進について。 

  ５Ｇ対応のスマートフォンの普及が進められ

ております。第５世代移動通信システムは、ス

マートフォンの爆発的な普及を後押しした４Ｇ

に対し、５Ｇはより多様なデバイスとアプリケ

ーションをつなげる通信機器と言われておりま

す。５Ｇの実効速度は４Ｇの約100倍で、１平

方メートル当たり100万倍という大量の端末と

接続できる多数同時接続と従来の約10分の１と

なる１ミリ秒、超低遅延という３つの特徴を併

せている、インターネットにつながるＩｏＴの

基盤となると言われております。 

  ５Ｇは４Ｇ利用を前提とする従来の端末では

利用できず、対応する専用端末を購入しなけれ

ばなりません。大規模なイベント開催、大勢の

人が同じ場所でスマートフォンでのインターネ

ット活用を使い、４Ｋ動画をストリーミング視

聴しても問題がない状況がつくれる。医療現場

ではロボットアームを操作して行う遠隔手術が

できる。工場内の機器や生産ラインネットワー

クにより接続することで生産性の向上が図られ

る。農業や建設業では既に建機の遠隔操作に成

功した事例もあり、今後働き方改革が変わる可

能性がある。走行中車１台、１台が備える車載

センサーとデータのやり取りや高精細な映像、

地図情報の送受信では超高速と多数接続という

機能も必須とされます。 

  ５Ｇがもたらすビジネスへの影響、新たな事

業形態や様々な分野に導入され、新たな産業が

誕生するとも言われております。自動運転技術

では、完全自動運転が実現まで2030年に、遠隔

医療では、遠隔地に移住している方でも都市部

の大学病院に在籍する医師から診察が受けられ

ます。より進化したエンターテインメントが期

待されている。５Ｇは今後、本市のまちづくり

や産業振興に重要と私は考えますが、市長の御

所見をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ５Ｇについては、御承知のとお

り、昨年３月末から順次通信事業者がサービス

を開始している第５世代の通信方式であります。

議員のおっしゃるとおり、様々な分野に効果的

に活用できることが期待されているわけであり

ますし、今後移住定住を促進していく上でも欠

かすことができないインフラの１つになると認

識しております。 

  寒河江市での５Ｇのサービス提供状況につい

て、各通信事業者のホームページなどで確認し

たところでは、１事業者において柴橋地区の一

部が対象地域となっておりますけれども、本市

の中心部を含む大部分の地域でのサービスはま

だ提供されておらず、また提供の時期も未定と

なっているようであります。 

  ５Ｇの寒河江市内での普及については、通信

事業者の判断によるということが大きいわけで

ありますけれども、重要インフラの１つとの認

識の下に、国においても早期の整備を推進する

というところになっておりますから、国や通信

事業者の動向をぜひ我々としても注視していか

なければならないと考えているところでありま

す。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 柴橋地区で入っているというも

のもありますけれども、工業団地協議会等も

様々なテレワーク環境を含め、様々な企業展開

が行われていることもお聞きいたしますので、
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ぜひ後れを取らないようにしていただきたいと

思っているところであります。 

  次に、（３）高松駅周辺の民間開発について。 

  平成27年より10年間、本市の都市計画マスタ

ープランの土地利用として高松駅周辺に住宅地

の民間開発と位置づけられております。計画開

始より５年以上が経過しており、住民の皆さん

から開発を待ち望んでいることを耳にしており

ます。現在の高松駅周辺の民間住宅関係の進捗

状況をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、平成29年３月

に見直しをいたしました寒河江市都市計画マス

タープランにおける土地利用構想では、高松地

区、西根地区、みずき団地南地区、南部地区、

陵南地区の５つの地区を民間開発の住宅地とし

て、新たな開発の誘導を図ることを目指してい

るわけであります。 

  高松地区につきましては、住民の皆さんの要

望が強く、対象区域は羽前高松駅の南側で、寒

河江中央工業団地就業者の住居や西部地区の人

口減少への対策として策定しているわけであり

ます。 

  進捗状況ということでお尋ねがありましたが、

民間開発の住宅地を整備するに当たって、地域

の状況や開発に関する課題などを明確にして、

今後に生かしていくことを目的に、昨年度、住

宅団地整備可能性調査を高松地区と南部地区に

ついて実施しているところであります。 

  この調査では、周辺環境、区域の形状、利便

性などの検討により開発調査区域を選定し、そ

の区域における開発条件の整理を行っていると

ころであります。これは自然条件や法規制、ま

た土地利用の状況、周辺施設の現状などを確認、

整理し、開発を進める上での課題を明らかにす

ることによって、住宅団地の開発方針などを方

向づけるものとなっているところでございます。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 可能性調査ということで、これ

からが期待されるわけでありますけれども、高

松駅周辺の民間住宅開発を今後どのように推進

し、実現していくのかお尋ねしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 高松地区において、民間による

住宅地の開発を進めていくためには、魅力的な

地域環境の整備が大変重要だと考えております。 

  先ほど申しあげた住宅団地整備可能性調査の

報告では、地元からの宅地開発要望はあるもの

の、販売実績が少ない地域であり、購買需要が

不透明な状況となっており、事業収支や完売ま

での期間を考慮すると、民間開発で行うことは

難しいことが想定されるという調査結果でござ

いました。 

  また、地盤状況の把握や雨水排水処理方法の

検討、また市道路線の拡幅やライフラインの整

備などが必要であり、課題解決のためには市の

支援が不可欠であるとされています。 

  市としては、調査結果を踏まえて民間開発が

参入できるように、課題解決の方策などに対応

し、開発環境整備のバックアップを進めてまい

りたいと考えているところであります。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 西寒河江、寒河江、南寒河江の

環境整備等を見ますと、やはりライフラインと

いうものが移住定住のときには重要になってく

ると思われます。１つの商店、１つの建物、公

共施設だけでも大変なのに、様々な全てのライ

フラインとなってくると、なかなか時間も要す

ることもあるでしょうけれども、これはあくま

でも私の推測ですけれども、左沢線が延長して

いくとか、そういうものがない限り、今の西村

山郡の１市４町を見ますと、西川町、朝日町で

は高校生等が山形市内に下宿しているというお

話も聞きます。できれば近くから通学させてあ

げたいのだという親御さんのお話なども聞きま

すので、ぜひ前向きに検討していただき、少し
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でもライフラインの整備をしながら、住宅実現

に向けて検討していただきたいと思っていると

ころであります。 

  次に、通告番号10、農業の凍霜害について。 

  （１）農業の凍霜害の被害状況と被害額につ

いての質問につきましては、初日の渡邉議員の

質問で答弁をいただいておりますので、次の質

問に入らせていただきます。 

  （２）紅秀峰の凍霜害状況と産出額について。 

  さくらんぼをはじめとした凍霜害の被害状況

については、既に初日の一般質問で答弁してい

ただいているところですが、紅秀峰については

より被害が深刻であるということでした。 

  本市の紅秀峰については、これまでの苗木導

入や雨避け施設整備に対し手厚く補助を行うな

ど、面積拡大を図り、ブランド化に取り組んで

おり、様々な影響が懸念されます。紅秀峰のよ

り詳細な被害状況とその影響についてお尋ねい

たします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 紅秀峰の霜害状況と被害額など

についてお答えしたいと思います。 

  ３月以降、平年に比べ気温の高い日が続いた

ことで、今年度の紅秀峰の開花始期は平年より

１週間早い４月13日ということになりました。

開花前の雌しべが最も霜の被害を受けやすい時

期は、雌蕊長が開花直前の５ミリから８ミリで

あるとされているようでありますが、今回降霜

が発生した４月10日頃の紅秀峰の雌蕊長は6.6

ミリということで、最も低温の影響を受ける時

期に降霜が重なったということになるわけであ

ります。 

  市内14園地における被害調査によると、全体

の枯死率の平均は53％で、最も被害の大きい園

地では地上から1.5メートルの高さにおける雌

しべの枯死率は93％でございました。生育に合

わせて、摘芽作業を終えている園地が多かった

ために、被害はより深刻なものになっていたと

いうことであります。 

  御案内のとおり、紅秀峰は着果過多になりや

すいわけで、一短果枝当たり２果から３果を目

安に摘果作業を農家の方は行っているわけであ

りますけれども、今年度のＪＡによる作柄調査

の内容を見ますと、市全体では0.95果、最も少

ない寒河江地区の0.25果をはじめ、９地区中、

紅秀峰の栽培面積が大きい三泉地区を含めて、

６地区が１果を下回る状況になっているという

ことでございます。 

  寒河江市のさくらんぼ全体の農業産出額とい

うのは、平成30年度で53億4,000万円とされて

いるわけでありますが、当然今年はその農業産

出額減少は避けられないと考えておりますけれ

ども、それ以上に生産量の減少による農業経営

の圧迫でありますとか、さらには農家の皆さん

の生産意欲減退が心配されるところであります。 

  また、紅秀峰については、寒河江市は紅秀峰

の里として、その栽培面積拡大とブランド確立

に向けて、皆さん一生懸命努力してきたところ

であって、その知名度は年々向上してきている

わけであります。 

  さくらんぼといえば、初夏を感じることがで

きる貴重な果物でありまして、毎年購入いただ

くリピーターの存在というものが大変大きいわ

けであります。今年は、通信販売などでは既に

注文受付中止を実施しているところもあると聞

いているわけでありまして、毎年紅秀峰を指名

していただいている方が多いわけでありますけ

れども、そういった方が購入できない、あるい

は新たにじゃあ紅秀峰というのはどういうもの

だか買ってみようという興味を持っていただい

ている方にも、手元に届かないということが懸

念されると思っております。 

  また、紅秀峰の海外展開なども今年は年度初

めに４か国に向けて、昨年度の倍の1.8トン程

度のオファーというか、注文がありましたが、

実際今年は輸出に向けては200キロほどしか確
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保できないという状況になっております。 

  それから、今年度から首都圏などで販売を開

始しようということで、さがえルビー紅秀峰と

いうネーミングで売り出そうとしているわけで

ありますけれども、数量の確保が見通せないと

いうことであります。今年は紅秀峰ができてち

ょうど30年という節目の年でもありますけれど

も、大変そういう意味では厳しい節目の年にな

ってしまったということであります。生産者の

皆さんだけではなくて、関係者の皆さんの多く

に影響が出てきているのではないかと考えてい

るところであります。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前 ９時５７分  

 再 開 午前１０時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。質問す

るときも、私も寒河江市内の園地、紅秀峰園地、

約50か所ほど回っております。本当に答弁して

くださる方についても、私はつらい答弁だなと

思います。これだけたくさんの栽培者も増え、

面積も多い人ですと80アールほど持っている方

もいらっしゃいます。本当に市長も県と一緒に

園地を見てくださったということもありますけ

れども、手前みそで申し訳ありませんが、うち

でも65アールほど紅秀峰作っていますけれども、

もうメニュー、カタログから抜いています。 

  私だけの問題ではなくて、寒河江市で力を入

れる紅秀峰、本当にＰＲしていればこそ、たく

さんの方が知っていれば、それを買い求めると

いうものが、必然的に注文来るのが当たり前、

本当においしいなと、食感もいいなと言ってく

ださる方が、本当にここ30年の実績だなと私は

心から思っているところです。これを確実につ

や姫と紅秀峰の里という名の下に、産地形成が

なされることを強く思っているところでありま

す。 

  そのためにも、様々な栽培管理の研修会等を、

苗木を買った方は率先して講習会に行きましょ

うねという声がけもこれまでもやってきており

ました。これまで紅秀峰を作って、これだけの

被害ということは、私の農業会の中でも一度も

ありませんでした。本当に涙が出るんだったら、

さくらんぼにつけてあげたいという気持ちでい

っぱいであります。 

  しかしながら、つや姫と紅秀峰は今後間違い

なく寒河江市のブランドとして進んでいかなく

てはなりません。その対策をこれから考えなく

てはならないと思っているので、次の質問に入

らせていただきたいと思います。 

  （３）来年度に向けての凍霜害対策について。

来年度に向けて、凍霜対策をどのように考えて

いるのか、お伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員も御案内かと思います

が、これまでも被害の大小はあるものの、地形

などの条件によって、毎年のように霜の被害が

発生する園地もあるとお聞きしております。生

産者の皆さんはその対策に大変頭を悩ませてき

たのではないかと思っています。 

  一方で、近年見られる異常気象による暴風や

大雨など、人の力では対応が及ばない気象災害

に比べて、降霜の被害というのは、霜が降りる

ということは、事前の準備と対策によって、全

てとはもちろんいきませんけれども、ある程度

の被害を軽減することができるとも思えるわけ

であります。 

  そういった意味で、先般、県からは凍霜害・

ひょう害等緊急対策パッケージというのが発表

されましたけれども、その中で対応マニュアル

の作成や生産者への情報提供体制の検証、整備

といった技術的な指導と併せて、防霜対策設備

などの整備支援というものが示されているとこ

ろであります。今後に向けて生産者の皆さんに
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これらの対策というものをぜひ活用していただ

いて、被害を抑える取組というものを将来にわ

たって整えていくということにしていただけれ

ばと思っているところでありますので、御理解

いただきたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 これまで霜注意報が発令される

と、防霜対策として燃焼資材等を活用されてお

りましたが、準備に要する時間は深夜から明け

方までとなり、労力的に大変負担が大きく、今

年のように連日の強い防霜対策では、人的労力

にも限界があります。そこで、防霜対策に成果

を得られている２つの方法を御紹介したいと思

います。 

  １つ目として、霜害用暖房機による温風ダク

トを園地全体に張り巡らせ、園地内の気温低下

を防ぐ方法と、もう一つは、用水路や貯水池、

地下水を利用してのポンプアップにより、樹上

部から連続散水することにより花芽が凍結し、

氷点下温度を一定に保つ散水氷結法があります。

どちらも効果が得られており、結実確保につな

がっております。このことについて市長の御所

見をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、佐藤議員から２つの方法、

暖房器具を用いる方法、それから散水氷結法の

御紹介をいただきましたが、従来用いられてき

た燃焼法という、煙が少なく長時間安定した熱

量確保可能な燃焼資材を用いる方法であります

とか、また防霜ファンの使用や凍霜害対策用の

散布剤を用いる方法など、いろんな対策がある

し、用いられてきたと聞いているところであり

ます。 

  その中でも、今御紹介のありました散水氷結

法については、このたびの凍霜発生時にも高い

効果が確認されているところであって、県の発

表したパッケージにおいても導入支援を行って

いくことが示されているわけであります。 

  我々も、寒河江市内でも農家の方で実際活用

しておられる方もいらっしゃるわけであります

ので、そういったことについては市としても県

と連携しながら対応していきたいと思っている

ところでありますが、いずれの防霜対策につい

ても、課題がないわけではないと聞いておりま

す。電気でありますとか、水源の確保もありま

すし、もちろん導入する際の費用でありますと

か、ランニングコストといった経費の面であり

ますとか、労力の面、それからどのぐらいの霜

であれば効果があるかなどという対応可能な霜

の強さなど、それぞれ対策方法の実施について

は、一長一短もあると聞いておりますので、農

家の皆さん、栽培面積も違いますし、また園地

の場所によっては、霜の被害の発生の頻度など

も違うでありましょう。それから、今既にある

施設のインフラなども含めて、費用対効果など

もいろいろ検討していかなければならない課題

は多々あると思いますので、農家の皆さんがそ

れぞれそれに適した対策というものを検討いた

だいて、実施していただくということが一番肝

要なのかなと考えているところであります。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当にこの対策の方法は、今回

私いろんなものを取り上げなかったのは、これ

までほとんどのものをやってきた経過があって、

それをわざわざ議場で申しあげるのもいかがな

ものかと思って、大昔ですとタイヤを燃やすこ

ともできました。エンジンオイルの廃油を燃や

すこともできました。今では、そういうものを

行うことが法律で罰せられますので、そういう

ことはもう全くできない。それで、薬剤等もあ

ります。 

  しかしながら、今回２つ私挙げさせてもらっ

たのは、市長が今お話しなされたように、平場

地区から山間部まで、それで河川もありますけ

れども、実際水は有料でありますので、あくま

でも農業用は土地改良区の許可を得ないと使わ
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れません。当然霜の降りる時期は３月下旬から

４月、そのときに水を流すことは、10年間土地

改良区が国に申請をする面積、そして使用する

時期等も明記した上で、10年間保持されている

ということもあって、途中で変更することはほ

ぼ無理であるということもお話を聞いています。

ですから、１つの散水氷結法だけでは、地下水

を掘るに、山間部で掘れば100メートルも掘ら

なくてはならなくなる。そういう問題もあるこ

とから、２つの方法を私なりには、それが適切

ではないかと思っているところでございました。 

  本当にこれまでブランド確立のため、栽培面

積の拡大により、生産量の拡大が見込まれる時

期となっております。大玉生産を目指し、摘蕾

講習会も定着しつつ、栽培マニュアルも確立し

ております。しかし、摘蕾をすれば、残された

花芽は凍害を受けやすく、リスクも大きくなり

ます。来年度に強い霜が降りないという保証は

どこにもありません。霜害による生産減少と本

市のさくらんぼ力強化が衰退するおそれがあり、

霜害対策に支援措置をすることで安定生産につ

ながると私は考えておりますが、市長の御所見

をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 改めて申しあげるまでもありま

せんけれども、さくらんぼの作柄の出来不出来

というのは、農家の皆さんの収入に直結するだ

けではなくて、本市の初夏のシンボルとして観

光業、それから飲食業など多くの産業に多大な

影響を及ぼすものだと思っているところであり

ます。 

  防霜対策、それからその前のポリネーション

などといったさくらんぼの結実安定対策という

のは、本来天候の影響を受ける農作物の生産の

中でも、作柄の安定を図るという意味で大変重

要な取組になっているわけであります。そうい

う意味では、多くの生産者に取り組んでいただ

いているし、いただく必要もあると思っている

ところであります。 

  しかしながら、防霜対策については、ポリネ

ーションに比べ、どちらかというと、先ほども

申しあげましたが、生産者ごと、生産者の皆さ

んのそれぞれの経営方針でありますとか、栽培

の環境、それから園地によって、おっしゃるよ

うに可能な対策というのが違うわけであります

ので、市内に点在する1,000以上の園地、生産

者の皆さんにとって、それぞれどういった対策

が適しているのかということは、農家の皆さん、

判断をいただくということになろうかと思って

います。必要な対策に対する行政的な支援など

についても、県からもパッケージが発表されて

おりますし、その中でも市の負担割合なども示

されているわけでありますので、我々としても

必要に応じて、それ以外の部分などについても

支援というものを、状況に応じてしていかなけ

ればならないと考えているところであります。 

  何度も繰り返しになりますが、寒河江市の地

域の経済の活性化にとってさくらんぼというの

は、一農産物だけにとどまらず、大変大きな役

割を担っている農産物でありますので、ぜひ来

年につながるような対策を講じていく必要があ

ると理解しております。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。本当に

自然災害はないほうがいいわけですけれども、

これから私たち生きている体も大切、作物も大

切、経済も大切、全てが大切でないと世の中が

回っていかないんだなということからすれば、

大変よい答弁をいただきました。ありがとうご

ざいます。 

  次に、11番、持続可能な農業経営のために。

前回に引き続き、農業収入保険制度について質

問させていただきますが、昨年７月の豪雨災害

や今年の大雪によるハウスの倒壊や樹木の枝折

れ、さらに春先の凍霜害により、農業経営が逼

迫している状況下にあります。 
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  （１）収入保険の加入促進について。令和２

年度の農業収入保険制度加入者の実績をお尋ね

いたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この収入保険制度、御案内のと

おり平成31年１月から始まった制度でありまし

て、気象災害よる収量減少だけではなく、農作

物の価格低下や農業者の努力だけでは対応でき

ない収入減少を補塡する保険制度でございます。 

  令和２年度の加入実績というお尋ねでありま

すが、市内におきましては令和元年度14件であ

りましたが、令和２年度は31件とほぼ倍増して

おりまして、令和３年度において５月末現在で

46件とまた増えている状況になっております。 

  市内の農業所得申告者のうち、令和元年分の

青色申告者数は218人、制度への加入率は6.4％

でございます。令和２年分の青色申告者数は

226人で、制度への加入率は13.7％であり、倍

以上の伸びとなっているところであります。 

  これは、先ほど佐藤議員からもありましたが、

大きな災害が身近に迫っているというような状

況もあり、また制度の周知が徐々に進んできた

こと、さらに掛金の安いタイプのものがつくら

れてきたことなどから、加入率が伸びてきてい

るのではないかと考えております。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 次に、（２）収入保険の支援に

ついてお伺いしたいと思います。 

  今年度の霜害は農業経営収益に大きく影響を

与えると言われております。近年の異常気候に

よる自然災害や様々なリスクと新型コロナウイ

ルス感染症防止による消費低迷により、売上げ

の低下が経営不振につながっております。 

  県では、６月２日に凍霜害・ひょう害緊急対

策パッケージの措置が出されておりますが、今

後の農業経営には収入保険制度に加入すること

で経営が安定すると私は考えます。 

  全国の収入保険支払い状況では、自然災害な

どをはじめ、新型コロナウイルス感染症の要因

による保険金等の支払いがなされております。

さらに、令和２年度の地方公共団体、都道府県、

市町村における収入保険の保険料補助は、87都

道府県・市町村が支援しております。例を挙げ

れば、東北では青森６件、福島５件、北海道２

件であり、財源としては一般財源や地方創生臨

時交付金が充てられております。 

  本市の基幹産業である農業を持続可能にする

ためにも、農業収入保険制度加入者への支援補

助についての市長の御所見をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 収入保険制度に対する支援につ

いてでありますが、この御質問については令和

元年12月定例会でもお答えさせていただきまし

たが、市としては他の共済事業や他の業種の共

済事業との公平性やバランスなどを考慮する必

要があると思っておりますし、またこうした支

援策というのは、県内の農業者に対し、同等に

なされることがやはり望ましいのではないかと

思います。 

  国も相当な制度に対する補助、負担というの

をしているわけでありますので、我々としては

県に対しても本制度への支援補助を要請してい

く必要があるのではないかと思っていますし、

それに伴って我々の市町村の負担をどうしてい

くかということも一緒に検討していくべきなの

ではないかと思います。それが本当の県と市町

村との連携につながっていくのではないかとも

思っているところであります。 

  また、加入条件である青色申告への移行につ

いても、農家の皆さんにとってやはりまだハー

ドルになっているようでありますので、この制

度へのさらなる理解に向けた啓発活動も進めて

いかなければならないと思います。 

  今後とも県や窓口となっておりますＮＯＳＡ

Ｉ山形などと十分意見を交換しながら、本制度

の加入促進に向けてよりよい環境をつくってい
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ければと思っているところであります。 

○國井輝明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。前向き

に捉えていただいて、これが進んでいくことを

望んではおりますけれども、最後にこの収入保

険制度で、安定している農業経営の人は、入る

ことはないわけですよね、一般的に。でも、人

間の体も年を取ってくれば、私も還暦過ぎまし

たが、何の病気をするか分からない。車に乗れ

ば、自分で事故を起こすよりも、後ろから追突

される可能性もある。 

  その中で、農業の収入保険制度の中で一番加

入者の多いと言われている、都道府県の中で、

園芸作物が多いのです。というのは、市場流通

にすごく左右される。社会環境に左右される。

そしてなおかつ生産量にも左右される。その逆

の立場から考えると、稲作、庄内地区のほうで

は収入保険制度の声ってそんなに強くないんで

す。２割、３割減ると、米はすごく減った、ど

うしてくれる、困ったと言いますけれども、先

ほど紅秀峰の話もありましたけれども、半分や

４分の１まで減るのは、野菜、花、そして果物

関係は多岐に及んで、収入保険制度の見直しの

中で、掛金の、自分たちに見合った保険制度は

できないと掛けられない。それが経営規模に比

例しているので、そういうメニューも出てきた。 

  そのもともとの平成31年からスタートする前

に、私は平成25年と平成26年に農林水産省に行

って、１回目は１人で行ったんですけれども、

２回目のときに、制度的なことはどういう趣旨

であるのかということと、自然的条件と社会的

条件に左右される農業を強くするためだと。そ

の中で、人的被害も当然、その収入保険制度の

中に組み込まれている。ですから、一般論的に

は音頭を取って、農業経営はみんながやれば、

同じようにやりましょうと言いますけれども、

実際寒河江市の場合は何が作って悪い、何がい

いというわけではありませんけれども、園芸作

物が盛んであることから、自然と社会的条件に

かなり左右されているという面から見れば、県

を待つことなく、市も幾らでもというか、一つ

の姿勢的な、方向性的なものもありますけれど

も、そういうふうに進んでいかないと、魅力あ

る農業者の保険の基盤を守ってあげるのは、土

地は流動しませんけれども、収入は流動するの

で、当然収入が流動するということは、運転資

金がないということです。運転資金がないとい

うことは、新しいハウスを建てよう、新しい何

かをやろうと思っても、もともとお金がない人

に運転資金がないので、補助金が半分になって

もすぐ手を挙げられない。それをカバーするの

が収入保険制度の保険であれば、毎日の生活に

も困らない。そうすれば、運転資金も確保でき

るとなるので、私はそのように考えているので、

できるだけ町内の人、昨日も２人ほど収入保険

についてのお考えも聞きましたけれども、田ん

ぼの方は割とそういう大きな被害が、自然災害

がない限り大丈夫だということで、あまり人気

が実際ないようでございました。 

  でも、市長の答弁の中では、前向きに県にも

申し出て進んでおられるという力強いお言葉も

頂戴しましたので、大変よい答弁をいただきま

して、ありがとうございました。 

  これで私の一般質問を終わります。 

 

太田陽子議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号12番、13番について、

２番太田陽子議員。 

○太田陽子議員 おはようございます。日本共産

党の太田陽子でございます。 

  ３月後半から新型コロナウイルスの急激な感

染拡大が寒河江市でも起きてしまいました。感

染された方に心よりお見舞い申しあげます。亡

くなられた方の御冥福を心よりお祈り申しあげ

ます。 
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  県・市独自の緊急事態宣言後の４月、市内の

高齢者施設でのクラスター報告がありました。

その後、県内でも数か所の高齢者施設でのクラ

スターの報道があり、何も打つ手がなかったの

か検証が必要だと強く思いました。 

  先日、ワクチンを１回打った高齢者の施設で

クラスターが発生したという報道もありました。

ワクチンが全てではなく、感染を拡大させない

ための検査体制の拡充も今後も必要でないのか

と痛感いたしました。ワクチンの接種も寒河江

市内では順調のようで、知人の高齢者の方々も

２回終えたと話されていました。一つの安心材

料ではありますが、それでコロナを乗り越えた

などということではないようで、次々変異種が

現れています。今までのような生活に戻るのは、

まだまだ先のようです。 

  東京オリンピックだけは特別で、開催する方

向ということですが、首都圏に住む親族は親兄

弟の葬式にも参加できずにいたり、親族の介護

などで帰ってきている人も、御近所の目がある

ことを多く気にしていたり、マスクを外してい

ると注意されたり、高齢者の楽しみであるお茶

飲みもできなかったり、こんなに国民は我慢し

た生活を送っているのを菅総理は御存じなので

しょうか。今やるべきことは、東京オリンピッ

ク・パラリンピックではなく、国民の生活に寄

り添い、国民の命と暮らしを守ることに重点を

置いた政治ではないでしょうか。 

  私は、日本共産党とこの通告に関心のある市

民を代表して質問いたします。 

  通告番号12、ジェンダー平等についてであり

ます。 

  今、世界的にも日本でもジェンダー平等の動

きが広がっています。ジェンダーとは、生物学

的な性別に対し、社会が人々に押しつける、女

性はこうあるべき、男性はこうあるべきなどの

社会的、文化的につくられた性差のことで、ジ

ェンダー平等とは、こうした意識を乗り越え、

対等な関係性をつくっていこうという考え方で

す。 

  2015年、国連で採択された持続可能な開発目

標ＳＤＧｓは、2030年までに達成すべき17の目

標の５番目にジェンダーの平等を達成し、全て

の女性と少女のエンパワーメントを図ることを

掲げ、ジェンダーの視点を据えることを強調し

ました。 

  多くの国で、女性は育児や介護、家事労働を

担う存在として見なされ、自立して能力を発揮

することが妨げられています。法律や制度上で

は、一見男女平等となったように見える日本に

おいても、働く女性の半分は非正規雇用で、政

治参加が遅れ、自由を阻害され、暴力にさらさ

れ、その力を発揮することができていません。

その大本にあるのがジェンダー差別です。 

  女性だけでなく男性も、男性は会社に尽くし、

妻子を養って一人前といった規範を押しつけら

れ、苛酷な搾取の下に縛られています。 

  このような中、ジェンダー平等について、市

長はどのようにお考えかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 太田議員からジェンダー平等に

ついての考え方ということで御質問がありまし

たが、御案内のとおり、新第６次振興計画、昨

年度策定させていただいて、今後５年間のまち

づくりの指針でありますけれども、現在この計

画に基づいて様々な施策を進めているわけであ

りますけれども、この計画の重点目標を新たに

設定したわけでありますけれども、その設定に

当たって、持続可能な社会の構築に向けて、地

球上の誰一人として取り残さないというＳＤＧ

ｓの理念を踏まえて取り組んでいくということ

を明記させていただいております。したがいま

して、その目標の５番目にあるジェンダー平等

の実現ということについても、当然のことなが

ら我々は推進していかなければならないものと

考えているところであります。 
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  市といたしましては、ジェンダー平等社会の

実現のためには、男女がお互いの能力を尊重し

てお互いに高め合う関係を構築していく必要が

あると考えているわけでありまして、新第６次

振興計画の中でも具体的な目標、指標の１つと

して、市の審議会などにおける男性委員及び女

性委員の比率というものを、男性、女性とも

40％以上にするという令和７年度までの目標を

掲げた取組を今年度よりスタートさせていると

いうのも一例を申しあげましたが、そういう取

組をさせていただいております。 

  いずれにいたしましても、男女の平等な関係

構築を定着させることによって、家庭における

家事でありますとか育児、それから介護など日

常生活全般にわたるジェンダー平等に対します

市民意識の醸成を図っていくとともに、ジェン

ダーの問題はもちろんでありますけれども、あ

とは障がいの有無や貧富の差などにもこだわら

ず、誰もが安全安心に暮らせる地域社会を形成

していくということが最も重要であると思いま

すし、それが社会全体が目指していく目標であ

るのではないかと考えているところでございま

す。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ジェンダー平等は、市長もおっ

しゃったように女性だけの問題でなく、人権問

題そのものと言われています。女性が生きやす

い社会は、男性にとっても、さらに性的少数者

と言われる人たちにとっても、暮らしやすい社

会であるはずです。ジェンダー平等を目指すこ

とは、あらゆる分野で真の男女平等を実現する

とともに、さらに進んで男性も女性も多様な性

を持つ人も、障がいのある人もない人も、差別

なく平等に尊厳を持ち、自らの力を存分に発揮

できる社会を目指すことだと私も考えておりま

す。ぜひ実現のために市としても取り組んでい

ただきたいと思います。 

  ジェンダーに関しては、世界経済フォーラム

がこの３月に発表したジェンダーギャップ指数

によれば、日本は世界156か国中120位、この間

菅首相が参加したＧ７の中では最下位でした。

コロナ禍の中、男女格差が開いている現状が浮

き彫りになっています。 

  その中で、本年度は第３次寒河江市男女共同

参画計画の策定の年になっています。計画の中

で、ジェンダー平等の視点などを加味し、どの

ように取り組んでいくのかお伺いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平成29年２月に第２次の市の男

女共同参画計画を策定いたしましたが、策定か

ら４年が経過しております。当時の計画策定の

中では触れられなかったＳＤＧｓの理念などに

ついても徐々に市民生活に浸透し、認知されて

きているところであります。そういった状況の

変化を踏まえていかなければならないと思いま

す。 

  また、一方で、第２次の計画では、一人一人

がお互いを思いやる気持ちを持ち、個性と能力

を生かしながら笑顔で暮らせるまちを目指して

まいりますということで計画をつくらせていた

だきましたが、男女平等参画についての市民の

理解というのはまだまだ十分とは言えない状況

にもあろうかと思います。 

  したがいまして、今年度に策定いたします第

３次の男女共同参画計画につきましては、先ほ

ども申しましたが、新第６次振興計画に明記し

ております３つの施策を柱にして検討していき

たいと考えております。 

  この３つの柱は、１つ目としては、固定的な

役割分担意識や社会慣行の見直しを図るなど、

お互いを尊重し、認め合う社会の基盤づくりを

推進していくこと。２つ目は、育児休業制度や

介護休業制度の普及促進などによって、雇用の

場における仕事と生活の調和を図ること。３つ

目は、行政などにおける政策決定の過程に女性

の参画を推進することなど、男女とも能力を発
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揮できるまちづくりを推進していくことの、こ

の３つを推進目標にして、ジェンダー平等の視

点に立って着実に実績を積み上げていきたいと

思っているところであります。そうしたことを

進めていくことによって、さらなる市民意識の

醸成を図っていくということを考えているわけ

であります。 

  そういうことで、市民意識の醸成には様々な

機会を捉えて周知を図っていくことはもちろん

でありますけれども、市民の皆さんに、目に見

えるような形で、行政が、自治体が率先して実

践していくこと、そういったことが改革のスピ

ードを加速させるためには必要ではないかと考

えております。 

  例えますと、寒河江市では特定事業主行動計

画におきまして、男性職員の育児休業取得率を

50％、課長補佐級以上の女性登用率25％を令和

７年度までの目標として掲げて取り組んでいる

ところであります。そういった取組を市民の皆

さんに見えるような形で進めていくことによっ

て、市民の皆さんや民間企業に対する意識改革

のきっかけづくりになればと思っているところ

であります。 

  第３次男女共同参画計画の策定においては、

こういった、これまでの取組などをさらに前に

進める施策などを取り入れて、検討してまいり

たいと考えているところであります。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時といたします。 

 休 憩 午前１０時４６分  

 再 開 午前１１時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  太田議員。 

○太田陽子議員 意識の醸成は、本当に大事なこ

とだと思います。皆さんの意識の中にジェンダ

ー平等が息づくよう、ぜひよい計画を作成して

ください。 

  また、問題の中の一つとして、女性の非正規

労働者の多いこと、困窮する母親の独り親世帯

は２分の１が貧困などということもあります。

最低賃金が低いため、年金が少なく、困窮する

高齢女性の問題など、まだまだジェンダー平等

の実現には困難なものが多くあります。県と一

緒に国へ、最低賃金の底上げの働きかけなどを

お願いして、次の質問に移ります。 

  私たちが受けた教育の中で当たり前だと思っ

ていたことが、ことごとくジェンダーギャップ

につながっていることを、最近つくづく感じて

います。 

  私の時代のことですが、大学に行きたいと親

に話したところ、親は勧めてくれたのですが、

親戚から「女のくせに大学など行く必要がな

い」と反対されました。特にその親戚が私の学

費を出してくれることもないにもかかわらず、

反対されて悔しい思いをしたことを思い出され

ました。そのとき、私は女性ではあるが、１人

の人間として平等に学ぶ権利があると思ってい

ました。 

  今日、学校では制服の問題や出席番号、校則

のことなど、子供たちが自主的に考えて決めて

いる学校など出てきているという報道もこの間

ありました。寒河江市の学校のジェンダー平等

について、どのように考え進めているのかお伺

いいたします。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 学校教育におけるジェンダー

平等ということだと思いますけれども、学校は

性別に関係なく同じカリキュラムで編成されて

いるわけでありまして、また同じ基準で評価さ

れておりますので、男女の別なく平等な教育が

行われている場であるということは言えると思

います。 

  また、教科等で男女平等、男女共同参画社会

等についても学ぶことも行っておりますし、道

徳などを中心に教育活動全般で、ジェンダー平
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等も含めて、発達障がいやいじめ等の問題につ

いて、子供一人一人の持つ特性や個性を尊重し

て多様性を認めるということを通して、偏見、

差別、不平等のない社会を構築できるように、

子供たちの資質能力の醸成に努めているところ

であります。 

  ただ、今議員から御指摘があったように、学

校には制服、校則、また出席簿、それ以外にも

式典での呼名、学校行事などでの役割分担など、

学校生活の中には長年の習慣で、気づかずに行

っているというジェンダーギャップが存在する

ことも確かなのだろうなと思います。 

  このようなことから、今議員が述べられまし

た、子供たちが校則などを自主的に考え、決め

ていくという取組などは、無意識に行われてき

たジェンダーギャップに気づいて、子供たちだ

けでなく、教職員の意識をも変えていく有効な

手だてになるのではないかと思ったところであ

ります。 

  現行の学習指導要領では、予測困難な時代を

生き抜く力を育むための主体的、対話的で深い

学びの実践ということが言われて、学校では授

業の改善が進められております。子供たちが自

主的に考えて自己決定していく取組ということ

は、まさに主体的、対話的で深い学びの実践で

ありますので、寒河江市の学校においても大切

にしていかなければならない視点だなと思って

おります。 

  いずれにしましても、ジェンダー平等につい

て、その根底において大切にしなければならな

いということは、互いの個性を尊重して多様性

を認め合うということでありますので、この視

点に立って、これまで意識していなかったジェ

ンダーギャップについて、子供たちも教職員も

議論や価値観の交流を通してしっかりと考えて

いくということが大切だと考えているところで

あります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ジェンダーについての考え方と

か、子供の頃からの考え方が根強くあると思い

ます。自分自身も含めて。学校の中でジェンダ

ー平等の教育をこれからも推し進めていただき

たいと思います。 

  ジェンダーは本当に子供の頃から今に至るま

で、家庭でも、学校でも、職場でも、メディア

からも、普通、常識、文化というていで、シャ

ワーのように降り注ぎ、私たちの行動の在り方

や価値判断、役割分担も無意識のうちに左右し

ています。これからを生きる子供たちは、この

ようなつくられたものから、変えられるという

中で、ジェンダー平等、多様性を認める社会を

築いていってほしいと思います。ぜひ実践をお

願いしたいと思います。 

  通告番号13、生理の貧困についてであります。 

  ５月28日は何の日か御存じでしょうか。私も

ついこの間まで認識がなかったのですが、世界

月経衛生デーということでした。生理の不平等

に目を向け、ジェンダー平等を実現しよう、生

理の貧困をなくそうと世界中で交流されていま

す。世界各地で生理の貧困の解消を目指し、生

理用品の無償配布が広がっています。ジェンダ

ー平等の考えの１つということです。 

  ６月１日、政府の男女共同参画会議は、女性

活躍重点方針案に生理の貧困への支援を掲げ、

学校、ハローワーク、福祉事務所等における生

理用品の提供を明記しました。現在、生理用品

を配布した自治体の調達元は、防災備品が65％、

自治体が独自に予算措置したのが19％でした。

寒河江市としては災害時用に備蓄しているとい

う生理用品をどのように活用しているか、お考

えをお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、地域

防災計画における食料、飲料水及び生活必需品

などの確保計画というのがありまして、これに

基づいて災害発生時に必要となる最小限の食料
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や生活必需品等を備蓄しているわけであります。

御質問の生活必需品も当然対象になっているわ

けであります。 

  その備蓄品については、消費期限、使用期限

などを踏まえて随時更新しているわけでありま

すけれども、更新時期を迎える食料品などにつ

いては、防災訓練時などに使用して活用してい

るという状況であります。 

  なお、備蓄品の生理用品については、これま

で使用期限を迎えたものはありませんけれども、

更新時期に合わせて学校や福祉関係団体などに

お配りしている例なども、御質問の中にもあり

ましたが、全国的にあるわけであります。そう

いう意味で、我々としても備蓄品については、

数量が限定的でありますけれども、今後その活

用方法について検討して、問題解決につながる

ような取組を進めていきたいと考えているとこ

ろであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 コロナ禍が長期化し、今まで生

活できてきた人も困窮を来しているのではない

かと本当に心配です。ぜひ一般の人の活用とか

も考えていただきたいと思います。 

  次に、生理の貧困について、インターネット

グループ「みんなの生理」の調査で、５人に１

人が生理用品を買うのが困難だったという実態

が明らかになりました。ナプキンを交換する回

数を減らした37％、トイレットペーパーなどで

代用した27％。これをするとどうなるか。まず、

経血が漏れます。血液なので、衣類を汚したり、

大変悲しい思いをすることになります。多くの

女性はこの経験をしていると思います。数時間

で交換するものなので、衛生面でもかなり問題

があります。我慢すればいいだろうという男性

も少なくないと聞きますが、これはびっくりし

ました。出血なので、止めることはできません。

妊娠をしなかったことにより、子宮内膜が剝が

れ落ちるのが生理なので、止血もできないし、

してはいけないことです。生理が原因となって

学校を早退、欠席、遅刻したことがあるが49％、

仕事を休んだ31％、部活動を諦めたことがある

が６％おりました。 

  私も山形市で山大などの学生への支援を続け

ている団体の活動に何回か参加しました。生理

用品なども用意したところ、ほとんどの学生が

助かると受け取っていきました。これが現状で

す。 

  内閣府が５月28日に発表した初の調査では、

生理用品配布に取り組んでいるのは39都道府県

の255自治体に上ると報告されています。寒河

江市としては、生活困窮者を含め、必要な方へ

の生理用品の配布など、すぐにでも取り組める

のではないかと思いますが、どのようにお考え

か市長の見解をお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 生活困窮者の方なども含めて、

生理用品の配布について取り組むべきではない

のかという御質問ですけれども、先ほど御披露

がありました「みんなの生理」、任意団体の調

査結果で、日本でも生理の貧困が起きていると

いう実態が明らかになってきたわけでありまし

て、生理に関することで悩んでいる、そうした

方々に対する支援というのは、やっぱり行政と

しても必要ではないかと認識しております。 

  その支援の方法の一つは、先ほど御指摘もあ

りましたが、生理用品の無料配布なども一つの

方法であろうかと思います。そういったことに

取り組んでいる自治体などもあるわけでありま

すけれども、いろんな方法があって、対象を絞

って、小中学生など学生に対して配布している、

あるいは全ての方々に対して数量を限定して配

布しているなどということが様々あるというの

も承知しているところであります。 

  今般、御案内かと思いますが、県でこの６月

定例会に、今県のほうも開会中でありますけれ

ども、経済的貧困を抱える女性に対する生理用
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品の無償提供などを行うための補正予算を上程

していると聞いております。 

  まだその内容の詳細などが分からないところ

がありますので、状況を見ながら市としても対

応を検討していきたいと考えております。 

  また、一方で生理の貧困の問題というのは、

単に経済的に生理用品の入手が困難である状態

だけを言うのではなくて、それはもちろんであ

りますけれども、生理に関する教育というので

すかね、理解が不足している。社会全体の理解

が進んでいない状態であるということも指して

いるものと認識しております。そういったこと

から、生理用品の無償配布に限らず、女性の生

理に関する様々な悩みなどについて、対応する

サポートが十分行き届くような社会の仕組みづ

くりについて様々検討し、支援をしていく必要

があると考えているところであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 生理の貧困だけでなく、生理の

悩みなどもサポートしていくというお答えで、

私も大変よいことだなと思っております。ぜひ

早急に進めていただくことを期待しています。 

  ４月、政府は生理用品を生徒、学生への支援

や手に取りやすい場所、保健室のほかにもなど、

学校トイレへの配備も含むと通知を出しました。

初めて政府が調査したところ、学校配布が95自

治体、学校トイレ配置が13自治体になっている

ということでした。 

  子供たちは休み時間の間に着替えをしたり、

移動をしたり、トイレを済ませなければならな

くて、保健室へ置いていても時間が足りないの

が現状のようです。 

  生理の周期は、子供であれば不安定です。ト

イレに生理用品がいつもあるという安心感、ト

イレでいつも清潔なナプキンに替えられるとい

う安心感が必要であると考えます。 

  先ほども申しましたが、これも困窮者、貧困

対策にとどめず、学校のトイレで、トイレにト

イレットペーパーと同じような感覚で生理用品

を配備することはできないかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 小中学校のトイレの生理用品

の配置ということでございますが、現在の状況

について申しあげますと、生理用品につきまし

ては、トイレには常備せず、保健室で養護教諭

が管理しているというのが現状でございます。

その理由としましては、まず小学校においては

初経教育が行われておりまして、生理に関する

知識や生理用品の扱い方のほか、生理周期を含

めた自己管理の基礎基本について学ぶ上で、養

護教諭が管理することが必要だと捉えているた

めでございます。 

  また、これは小中学校に共通する点でありま

すが、児童生徒が身体のケアとして生理用品を

自分自身で準備して携帯することが必要な備え

であるということも、併せて指導しているため

でございます。 

  一方で、生理用品を経済的な理由とか、ある

いは自分の性に悩んで購入できない子供がいる

ということとか、先ほどありましたけれども、

保健室に取りに行くということに心理的なハー

ドルを感じている子供がいると。そういったこ

とについても思いをはせて、また、このことに

ついて考えるということがこれまで不十分であ

ったのではないかと真摯に反省して、周囲の無

知、無関心、偏見等で苦しんでいる子供たちを

支えていくためには、学校としても意識改革と

いうことが必要で、そのための教育、あるいは

指導の改善が重要であると感じているところで

あります。 

  生理の問題につきましては、自分の体は自分

で管理できるようになるという教育上の目的が

ある一方で、相手を思いやるということを基本

に、身近な子供の体調の変化に気づいたり、目

の前にいる不調を訴える子供がいれば、手を差

し伸べることが当たり前となるような文化の醸
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成というものも重要で、その取組の一つが太田

議員の御提案であると認識していたところでご

ざいます。 

  御提案につきましては、教育委員会として生

理についての教育や指導の在り方について、教

職員間でしっかりと議論して共通理解を図った

上で、全ての児童生徒が生理に関する知識、理

解を深めるという観点から検討してまいりたい

と思ったところでございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 先進的な地域での例であります

が、奈良県の大和郡山市の学校では、トイレに

このようなケースを置き〔資料を示す〕、生理

用品を準備しています。１番上は紙封筒です。

２番目、昼用ナプキン、夜用ナプキン、この袋

に関しては、自宅に持ち帰ってもいいと、必要

であれば使ってくださいという指導をしている

そうです。２個ずつ入れているそうです、おう

ちに持って帰ってもいいよということだと思い

ます。このような、本当に教職員の配慮や温か

さを感じる事例ではないでしょうか。これは引

き出しを開けたところです〔資料を示す〕。こ

のような全国の事例、まだまだあると思います

が、倣い、すぐにでも実現してほしいと思いま

す。 

  先ほど教育長からもありましたが、月経は汚

いもの、恥ずかしいもの、隠さなければならな

いものではありません。学校としては実践的な

性教育の場でもあります。生理はなぜやってく

るのか、大切なのか、男の子も、女の子からも

からかいの対象ではなく、お互いに大切にし合

える真の人権教育の場であると思います。材料

であると思います。生理の貧困の取組をこれか

らも進めて、これを契機に性教育の充実を望み、

質問を終わります。 

 

阿部 清議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号14番から16番までにつ

いて、11番阿部 清議員。 

○阿部 清議員 おはようございます。寒政・公

明クラブの阿部 清です。よろしくお願いしま

す。 

  昨年度から今年にかけて、こんなにコロナ感

染症が長期間に続くとは思ってもおりませんで

した。まだコロナ禍の中ではありますが、本市

感染者が２週間確認されていないということか

ら、６月12日に注意警戒レベル４から３に引き

下げられました。 

  そして、４月26日から新型コロナワクチン接

種が、高齢者から順次進んでおります。先日、

６月12日現在、高齢者の約６割、7,800名の方

がワクチン接種を終えたと伺いました。私も含

め、70歳の高齢者は７月上旬のワクチン接種に

なります。ほかの人に迷惑をかけない、自分の

感染対策のためにも、一日も早いコロナワクチ

ン接種を願っているところであります。医療従

事者の皆さん、そして関係者の皆さんには心か

ら感謝を申しあげたいと思います。 

  さて、今年も梅雨の季節に入りました。昨年

７月の豪雨については、９月議会で内川、それ

から沼川の排水について一般質問をさせていた

だきました。今回も内川、沼川の排水について、

14番、15番、16番について一般質問をさせてい

ただきます。 

  まず最初に14番、内川排水機場設置について

伺います。 

  内川の豪雨時の排水については、私の10年間

の議員生活の中で、排水機の設置、排水ポンプ

の増設、内川から沼川へ水路を造り、逆流させ

て最上川へ放流する、そして昨年９月には内川

周辺の２年間の調査状況やポンプ車の導入等に

ついて質問してまいりました。 

  佐藤市政４期目のスタートに当たり、令和３

年度の市政運営の要旨の中で、内川の排水対策

について述べられていました。 
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  また、３月には前農林課長の門口氏から内川

周辺の湛水被害に向けた対策について説明を受

けました。内川樋門の改造については、内川雨

水対策協議会の会議の中で提案しながら、協議

をしていくという話でありました。 

  そこで、（１）について伺います。内川対策

協議会の会議において、湛水被害対策について

はどのような提案がなされたのか、市長の見解

を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 阿部議員から内川の雨水対策に

ついて御質問いただいておりますが、内川の雨

水対策については、平成30年に策定いたしまし

た寒河江市雨水排水整備計画なども踏まえまし

て、内水氾濫を最小限に抑えるために、市にお

いて、先ほど御質問にもありましたが、平成31

年度と令和２年度の２か年にわたって、被害状

況の整理と対策の検討を進めてきているところ

であります。このことについては、昨年の第３

回定例会でもお答えをさせていただいていると

ころであります。 

  この２か年にわたる調査の結果によりまして

示されました対策案、５つあったわけでありま

すけれども、５つの対策案について、その効果

の高さ、実現性、事業費などメリット、デメリ

ットを比較検討して、また昨年７月の豪雨災害

時の状況なども反映させた結果、市といたしま

しては、恒常的な排水施設の設置が必要である

と判断いたしまして、新たに排水機場を整備す

るという対策案と、現在の内川排水樋門を改造

し、ポンプを設置するという案の２つの案を内

川雨水対策協議会に提案させていただいたとこ

ろでございます。 

  今年３月に内川雨水対策協議会の臨時総会を、

コロナ禍でありましたから、書面にて開催せざ

るを得なかったわけでありますけれども、開催

して、皆様の了承を得るということに至ったと

ころでございます。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございました。 

  平成30年の整備計画につきましても、全部省

略して一般質問に臨んでいることに対して、非

常に申し訳ないと思っておりますが、いろいろ

調査の結果、恒常的な排水整備が必要だという

ことでの排水機場の案を示していただいたとい

うことは、私自身も考えていなかった、非常に

ありがたいことだなと思っております。 

  そこで、（２）について伺いますが、今後の

スケジュールについて伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今後のスケジュールということ

でありますけれども、これは国の補助事業で進

めていきたいということで考えておりますので、

国の補助事業となる調査計画事業、内容的には

地形図の作成、解析、概略設計などであります

けれども、この事業の申請が今年８月に予定に

なっております。 

  この調査事業は国より採択になりますと、そ

の後２か年かけて調査計画を実施するというこ

とになります。その調査結果を基にして、コス

トや実現性の比較検討をすることになります。

その後に、国土交通省や関係機関との協議、河

川協議を行って、工事が事業採択ということに

なれば、整備へ進んでいくという予定になろう

かと思います。これに伴いまして、耕作者の

方々、あるいは内川周辺の方々へ、事業の説明

なども予定させていただくということになろう

かと思います。 

  工事の実施につきましては、県が主体となり

ますので、工事の早期実現のために県にも働き

かけを行っていきたいと考えております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 お答えありがとうございました。 

  市長のほうから今、今後の計画案について話

をしていただきましたが、国の補助、そして２

年かけての調査、そして県営工事として行って
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いくということでありますが、説明の中では令

和６年頃から工事に入るような、入れればいい

なというような話を伺っておりました。 

  そんな中で（３）について伺いますが、内川

排水機の整備について、市長の見解を伺いたい

と思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これまで平成14年度に内川の雨

水対策協議会というのが立ち上げられているわ

けでありますけれども、豪雨のたびに排水ポン

プによって内川の排水作業というのは何度とな

く行われてきたわけであります。 

  しかしながら、排水能力を上回る雨量によっ

て、樋門付近を中心に度々冠水被害に見舞われ

るということで、抜本的な解決には至っておら

ないという状況でございました。異常気象など

の影響もあって、その頻度が高くなっていると

いうのですかね、回数が多くなっているような

感じもいたしておりますし、また昨年７月の豪

雨災害では水田や枝豆圃場、さくらんぼやラ・

フランス果樹園などが冠水の被害にさらされて、

また山形整染工場内への浸水被害などが発生い

たしまして、御負担または御心配をおかけして

いるわけであります。 

  今回、協議会において私どもが提案させてい

ただいた排水対策案に御同意いただいたという

ことでありますので、懸案でありました内川の

雨水対策については、一歩前進したのではない

かと考えております。これまで被害に遭われて

いた周辺の皆様の不安解消を目指して事業を進

めてまいりたいと思っておりますので、引き続

き御理解と御協力を賜りたいと考えております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 私も非常に同感であります。今

までは、内川の水があふれるたびに、排水ポン

プを整備して、そしてやきもきしながら大丈夫

なのか、あとポンプないのかということで騒い

できた状況にありました。そして、今まで非常

に災害が少なかったところが、毎年のように起

きている状況にありまして、非常に自然災害の

頻度が高くなっている状況がありました。 

  そんなこともありまして、何回も何回も一般

質問をさせていただいたという状況であります

が、この内川に排水機を整備させる可能性が非

常に高くなってきたということは、内川近くに

ある整染会社、それから耕作者にとっては非常

にありがたいことでもありますし、私も地区民

の１人として大変感謝申しあげるところであり

ます。１年でも早く内川排水機場が建設される

ことをお願いして、この質問を終わらせていた

だきたいと思います。 

  続きまして、15番、沼川排水機場について伺

います。 

  ６月は梅雨の季節であり、大雨による災害の

多い時期でもあります。地球温暖化の影響もあ

って、特に近年被害の激甚化が進んでいるよう

にも感じます。 

  最初に、（１）について伺います。本県でも

昨年７月28日の災害では、梅雨前線や低気圧の

影響から広い範囲で記録的な豪雨になりました。

特に最上川周辺の氾濫により大きな被害を受け

た市町村が多く発生しております。本市におい

ても最上川の増水により避難指示が出され、小

中学校や市体育館、文化センターなどに多くの

市民が避難いたしました。被害はあったものの、

大事には至りませんでした。 

  本年度も大雨による災害の発生が危惧されて

おります。近年、地球温暖化の影響による災害

の激甚化が進んでおりますが、沼川の重要性に

ついて、市長の見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、沼川について

は寒河江市の西部を源として、中央工業団地を

通って市街地に流下して、下流部は三度川、横

井川、赤沼川が合流し、最上川に流れるという

ことで、県管轄の一級河川でございます。流域
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には市街地を抱えるということでありまして、

特に昭和51年８月の豪雨では、この沼川が氾濫

して、寒河江駅前周辺が浸水するというような

ことで、甚大な被害がもたらされたところであ

ります。 

  こうした経験から、昭和52年度から沼川上流

部の放水路計画、これは平成14年度まで行われ

ましたが、それと市街地や下流部の改修事業整

備、これは平成７年度から平成25年度まで行わ

れ、流量を増やすなどの安全対策が実施されて

まいりました。 

  しかしながら、御指摘のように、近年地球温

暖化の影響などから集中豪雨が増加して、全国

的に浸水被害が増加しているわけでありますの

で、大雨の際などには一級河川の沼川において

も、雨水が流れ込むことによる河川の氾濫の危

険性、その可能性があると言われているわけで

ありまして、我々としては極めて重要な河川で

あると、そういう意味で重要な河川であると認

識しているところであります。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 お答えいただきまして、ありが

とうございます。 

  今、市長からもありましたように、工業団地

から流れて、そして市街地の雨水を集めて、そ

れから南部地区、そして本楯地区、西根地区の

一部を集めて沼川に入りますが、この雨水が近

年非常に沼川にたまるのが早くなってきたとい

うような市民の、地区民の話があります。そこ

で、（２）について伺います。 

  寒河江市雨水排水整備計画が進行している中、

沼川にかかる負担はますます増えていくものと

考えられます。寒河江市の水害防止対策として、

沼川排水機場の地域を守る役割について市長の

見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘の沼川排水機場、国土交

通省東北地方整備局山形河川国道事務所が管理

する施設になっております。寒河江市は操作点

検の整備業務を受託しておりまして、沼川排水

機場の操作員として会計年度任用職員を２名任

用し、隔日勤務にて業務に当たっていただいて

いる状況であります。 

  平常時においては、排水機場に流れてきた水

は樋門を通過し、最上川に排水されるわけであ

りますけれども、大雨により最上川の水位が沼

川より高くなったときには山形河川国道事務所

長の判断により樋門が閉められるということに

なります。沼川排水機場は、樋門が閉められた

ときに、内水被害から地域を守るために、排水

ポンプを稼働することによって最上川に強制排

水するという大変重要な役割を担っていると認

識しているところであります。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。沼川排

水機場は国土交通省管轄というのは重々承知し

ているわけでありますが、操作点検の方が２名

おられますが、常日頃から点検、それから周り

の草刈りから、整備から、いろいろと頑張って

いる状況にありますので、非常にありがたいな

と思っております。この操作員の方も災害に携

わると、昼夜を問わず、うちへも帰らず、ずっ

とそこで作業しているという状況にあることも

重々認識しているわけであります。 

  そんな中で、（３）について伺います。昨年

７月28日、沼川排水機場の３機ある排水機の２

機が油漏れによりストップしました。豪雨によ

る長時間の排水による振動のため、油漏れがあ

り、排水機をストップして修理を行ったという

経緯であります。安全安心のまちづくりの中で

は、昨年のような油漏れがあってはならないこ

とであります。 

  沼川排水機場は1972年、昭和47年に着手、

1976年、昭和51年10月に完成しております。建

設から既に45年になります。今まで大きなトラ

ブルもなく、地域を支えてまいりました。沼川
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排水機場は45年間、本市を水害から守ってきた

施設であります。そろそろ更新の時期と思いま

すが、市長の見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま御指摘のとおり、沼川

排水機場、大分建設から経過している施設であ

ります。更新について、山形河川国道事務所寒

河江出張所に確認させていただきましたが、老

朽化に伴う供給部品の有無や修繕頻度、また施

設の稼働状況を総合的に判断して、現段階で施

設を更新する予定はなく、今後においても施設

の現状を把握し、機器の更新や補修を行うこと

によって、昨年７月豪雨の際に起きたポンプ配

管破損によるオイル漏れのような事象が起きな

いよう、点検整備をしていくということでござ

いましたが、しかしながら寒河江市にとって極

めて重要な役割を持つ施設でございます。先ほ

ど申しあげたとおりであります。万々が一のこ

とがあってはなりませんので、地域に被害が及

ばないよう適切な管理、運用についてはもちろ

んのことでありますけれども、必要に応じて沼

川の排水機場の更新について、ぜひ検討をお願

いするよう、要望していかなければならないと

も考えているところであります。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 答弁ありがとうございます。 

  村山市の大旦川排水機場は1973年、昭和48年

２月に完成しております。完成後、38年目の平

成23年に改築工事に着手し、平成26年に排水機

場の改築工事が完了しております。そして現在、

効率よく稼働して、水害も非常に減っていると

いうことでありました。 

  この完成後45年になる沼川排水機についても、

早い改築工事をお願いしたいところではありま

すが、ただいま市長から答弁いただきましたよ

うに、国のほうではまだ改築工事をする予定が

ないという話でありますが、地元の議員として、

すぐ整備が始まらないというのは重々承知して

おりますので、地元議員としてまず声を上げて

いくことが必要なのかなと思いますので、今後

ともよろしくお願いしたいと思っております。

よろしくお願いします。これで15番のこの質問

を終わります。 

  続いて、16番、日田地区雨水対策について伺

います。 

  日田地区雨水対策のため、沼川を末流とする

三度川に雨水排水路を接続する工事が進んでお

ります。その接続場所は、日田アンダーパス南

側で、中向にある牛舎、西根地区有機物供給施

設や耕作地がある場所になります。 

  昨年７月28日の大雨により、接続予定場所上

流部の三度川堤防から雨水が溢水し、耕作地に

流れ込んでおります。さきに申しあげましたと

おり、日田地区雨水対策による工事が進められ

ております。これは、地区内の横井川から流れ

る水を三度川に流すという計画であります。し

かし、昨年の大雨では三度川の雨水排水路接続

予定箇所付近から溢水しておりました。工事完

成後は三度川の水量がさらに増え、近隣の牛舎、

西根地区有機物提供施設や耕作地に浸水する可

能性が高くなるのではないかと心配する地区民

がおられます。 

  沼川と三度川の高低差をなるべくなくし、溢

水を防げるよう、三度川の堤防のかさ上げを、

雨水対策工事が完成する前にお願いしたいと思

いますが、市長の見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の地域、日田地区の雨水

排水対策については、御指摘のとおり、寒河江

市雨水排水整備計画に基づいて進めているとこ

ろであります。日田地区内を流れる横井川の溢

水を防ぐために、横井川から三度川へのバイパ

ス工事を行うことにしているわけであります。 

  三度川の水量、及びバイパスさせる横井川の

水量について、地区内の水量、さらには三度川

の水量を精査して計画しているところでござい
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ますが、御指摘のとおり、昨年７月豪雨の際に

沼川の排水樋門を閉じたことによって、本川の

沼川、横井川及び三度川の排水先がなくなり、

一部堤防からの溢水が生じて、田畑へ浸水した

と認識しているところであります。 

  したがいまして、昨年の被害を繰り返すこと

がないようにしていかなければならないという

ことでありまして、まずは三度川の堤防からの

溢水対策を講じていく必要が生じてまいります

ので、今後堤防の高低差などの調査を行って、

三度川の管理者である寒河江川土地改良区と改

善や改修について必要な協議を行って、措置を

施していくということをしていかなければなら

ないと考えております。 

  そうした取組を進めて、雨水排水工事に対す

る地域の方々の不安を解消し、事業を進めてま

いりたいと考えております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 お答えありがとうございます。

今、市長から昨年度の豪雨のときに漏れたとい

う話でありましたが、私もよくよく聞いてみま

したら、昨年は非常に大量の溢水があったとい

うことではありましたが、その沼川の排水機を

止めるたびに、あそこは少しずつ溢水するとこ

ろらしいということを伺いました。そういうと

ころも含めながら、改良区、それからあそこで

牛舎を営んでいる方、また耕作地の方々と協議

をしていただいて、できるだけ、遅くても今行

っている雨水路工事が完成するまでには、三度

川の堤防のかさ上げについては、よろしくお願

い申しあげ、一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

荒木春吉議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号17番について、13番荒

木春吉議員。 

○荒木春吉議員 本日最後の質問をいたします。

通告番号17番の教育問題について、軽部教育長

に伺いますので、答弁よろしくお願いいたしま

す。 

  まず、（１）のコミュニティ・スクールにつ

いて尋ねます。 

  新第６次寒河江市振興計画の重点目標、③未

来を切り拓く子どもたちを育むまちです。その

①にコミュニティ・スクールを推進する云々と

うたわれています。その欄外には、御丁寧にも

特記事項としての説明文章を付記しています。

本市の意気込みがうかがえます。 

  また、５月20日発行の中部小学校だより「山

法師」の３ページには、コミュニティ・スクー

ルの紹介案内文が掲載されています。 

  そこで伺います。①コミュニティ・スクール

の理念、②先進校の現況、③その課題と対策に

ついて伺います。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 荒木議員よりコミュニティ・

スクールについて３点御質問をいただきました。 

  １点目のコミュニティ・スクールの理念とい

うことでありますが、コミュニティ・スクール

とは学校と地域、住民等が力を合わせて学校の

運営に取り組む、地域とともにある学校のこと

をいいます。地方教育行政の組織及び運営に関

する法律に基づいて、教育委員会により任命さ

れた委員が一定の権限を持ち、学校の運営とそ

のために必要な支援について協議する合議制の

機関として学校運営協議会を設置しております。 

  この学校運営協議会の主な役割については３

つございます。１つは、校長が作成する学校運

営の基本方針を承認することであります。２つ
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は、学校運営に関して教育委員会または校長に

対して意見を述べることができるということで

あります。３つにつきましては、教職員の任用

に関して、教育委員会規則で定める事項につい

て、教育委員会に対して意見を述べることがで

きること、こういうふうにされております。 

  本市では昨年度に５校が先行導入しておりま

す。南部小学校、西根小学校、柴橋小学校、高

松小学校、陵東中学校の５校であります。今年

度はさらに５校を加えております。先ほどあり

ました寒河江中部小学校、醍醐小学校、白岩小

学校、三泉小学校、陵西中学校の５校でありま

す。 

  また、来年度につきましては、寒河江小学校

と陵南中学校が導入するということを表明して

おりますので、来年度は全ての市内小中学校が

導入することになります。 

  本市のコミュニティ・スクールの基本理念に

つきましては、各学校が抱える課題解決や未来

を担う子供たちの豊かな成長のために、学校と

地域住民等がパートナーとなって、目標、ビジ

ョンを共有しながら連携、協働し、社会総がか

りで子供たちを育む教育を実現していくという

ことにあります。 

  また、コミュニティ・スクールの導入を通し

て、本市では学校の活性化のみならず、地域の

活性化も推進してまいりたいと考えております。 

  ２点目のコミュニティ・スクールの先進校の

現況ということでございますが、県内外の進捗

状況を見ますと、10年以上も前からコミュニテ

ィ・スクールを導入するなど、本市よりも先に

取組を進めてきた学校が数多くございます。 

  本市において既に導入している学校は、先ほ

ど申しあげましたように、各学校の教育課題の

解決と学校及び地域の活性化のための戦略とし

て、この制度を積極的に活用しておりますので、

他の自治体の先行事例を模倣して、取組が形骸

化することが決してないように、独自性を持っ

た取組を行っているところでございます。例え

ば地元企業と連携した探究型学習の推進、学校

の働き方改革推進のための地域ボランティアの

積極的な活用、また地域の文化や人材を活用し

ての豊かな体験活動など、それぞれの学校が明

確な目標、ビジョンを持って、他校にはない特

色ある取組を全面に出した活動を展開している

ところでございます。 

  このようなこともあって、市内各学校の学校

運営協議会の様子について、県の村山教育事務

所も度々その様子を見に、視察に訪れておりま

す。そして、寒河江市の実践事例を他の市、町

に紹介していただいておりますので、ある意味

本市の実践が他の先進的な事例になっているの

ではないかなと自負と気概を持って日々の取組

を進めているところであります。 

  ３点目の課題、対策ということでありますが、

課題の１つは、学校運営協議会における熟議が、

説明や言いっ放しに終始していないのか、また

その取組を実現するための具体策を出すための

協議や議論の場になっているのかということを

しっかりと評価する必要があるということであ

ります。 

  コミュニティ・スクールをしっかりと機能さ

せるためには、各委員が当事者意識を持って会

議に臨んで、学校運営に参画意識を持つという

ことが重要でありますので、教育委員会としま

しても会議が活性化するよう、適切な働きかけ、

支援を行ってまいりたいと考えております。 

  もう一つの課題につきましては、コミュニテ

ィ・スクールが導入された学区につきましては、

制度についての周知、それから学校と地域の連

携、協働が着実に進んでいるのではないかと感

じておりますが、今年度導入した学校や次年度

導入予定の学区の市民の方には、その狙いや内

容については十分に伝わっていないということ

も事実なのかなと思っておりますので、教育委

員会としては、コミュニティ・スクールの仕組
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みやその良さについて、これまで以上に周知に

努めて、そのことで学校と地域の連携、協働を

加速化させていきたいと考えているところでご

ざいます。 

○國井輝明議長 荒木議員に先に申しあげておき

ます。一問一答での質問に今後お願いいたしま

す。 

  荒木議員。 

○荒木春吉議員 すみませんでした。私、中部小

学校の学校だよりを見てというか、振興計画も

もちろんそうですが、説明が分からなくて聞い

て、あまりいっぱい最初に出して申し訳ありま

せん。 

  ヒアリングのときに聞いたら、中部小学校は

もう後のほうなんだと聞いたので、最初なのか

なと思ったのですが、先進校があるということ

で、そのことを聞いてみましたので、まだ始ま

ったばかりなので、理念としては多分理解でき

ますが、実際どのぐらい浸透しているのかなと

いうところが、ちょっと私も何か煮え切らない

状態なのかなという感じを持ちました。 

  これから実際活動して、成果が出てくるのだ

ろうなと思いますが、そこら辺のところはこれ

から時間をかけて、周知徹底をしてやっていく

ということなので、それはよきことかなと思い

ます。３つも答えてもらったので、私からこれ

以上言うことはありませんが、ぜひ実を上げる

ようにしていただきたいと思います。 

  次に、（２）の問題に移ります。（２）先生方

の交通立哨と学校保健安全法の関係について伺

います。 

  中教審の学校における働き方改革特別部会委

員や学校業務改善アドバイザーを務めている妹

尾昌俊氏の「教師崩壊」によると、「教員の交

通立哨は本当に先生がやるべき仕事ですか？」

なのだそうです。 

  昭和33年に制定された学校保健安全法という

古い法律があります。その第３章学校安全の第

30条、地域の関係機関等との連携には、特に先

生方の規定は記されていないと思う。警察、県

庁、市役所などの道路管理者の責務であり、児

童生徒の安全確保に至っては、保護者の役割で

はないか。先生方の忙殺防止と働き方改革とし

て、本務専念を願い、質問します。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員御指摘のとおり、通学を

含めた学校生活等の安全指導については、学校

が計画を策定し、実施しなければならないとい

うふうに、先ほど議員からございました学校保

健安全法の第27条で定められております。また、

これも議員から御指摘があったとおり、その学

校保健安全法の第30条には、児童生徒等の安全

の確保を図るため、学校が保護者や地域の住民、

警察等と連携を図るよう努めるものということ

についても記載されてあります。 

  しかし、登下校時における安全指導は、これ

まで学校や教職員が担ってきた代表的な業務で

ありますが、平成29年12月に文部科学省から出

されました学校における働き方改革に関する緊

急対策、先ほど議員からもありましたけれども、

基本的にはこの緊急対策の中では、学校以外が

担うべき業務であり、業務の役割分担や適正化

を着実に実行すべきであるとされております。 

  このことから、各学校でこれまで時間外であ

っても、児童生徒の登校、挨拶の様子を確認し

たい、あるいは指導したいという目的で、これ

まで行ってきたわけでありますが、こういう教

員による立哨指導については、新しい時代の教

育に向けた持続可能な学校指導、あるいは運営

体制の構築といった視点で、その必要性も含め

て改めて議論を行うことは必要だと考えている

ところであります。 

  本市におきましては、先ほども申しあげまし

たが、コミュニティ・スクールの導入が急速に

進んでおりますので、学校運営協議会による熟

議を通して、教職員の業務の見直し、あるいは
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地域ボランティアの積極的な参画、こういった

ことが可能になってくるのではないかと考えて

おりますので、学校と地域の連携、協働により

取組を一層推進することで、教師の本務であり

ます授業、あるいは学級経営、生徒指導等に向

き合う時間をしっかりと確保して、学校教育の

質の向上に努めてまいりたいと考えております。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 優先順位という言葉があります

が、その反対言葉が劣後順位、要するにやらな

くていい仕事の順序という意味ですが、優先順

位というのは楽なのですが、やらなくていい仕

事を順序づけるというのは、本当に決めて守る

というのは大変なことであります。今までやっ

ていますので、それをやめるということは、い

ろいろな熟議を重ねないと多分できないことな

のだろうなと思いますが、私、市民のばあちゃ

んから聞いたところによれば、お孫さんが今年

先生になって２年目だそうです。今５年生の担

任をしているということでした。ばあちゃんで

すから、お孫さんについて一言、いつも帰りが

遅いと。先生の仕事は多分そういうイメージで

見ているんだろうなと思います。だから、今先

生の仕事の内容はコップからあふれている状態

です。それにますますいろんな仕事を押しつけ

られてと言ってはいけないな。小学校から英語

をやれだの、道徳をやれだの、今度舌をかみそ

うなプログラミング教育をやれと、今日の新聞

を見るとですね。 

  いやいや、足し算はやれますが、精査して減

らすということはありませんよね。そこら辺が、

やっぱり若い、せっかく先生になった人が続け

られるかどうか。ましてやその方は結婚してい

るそうですから、そんなに毎日遅く帰れば、多

分奥さんにも文句言われるだろうし、続けられ

るのかなと危惧せざるを得ないのです。ぜひそ

こを引き算というか、劣後順位を決定して、守

るということに力を注いでほしいなと思います。 

  ばあちゃんが言うことは、ただ孫がめんこい

言葉だろうなと侮ってはいけないのではないか

なと私は思っています。そこら辺をぜひいろん

なところで協議して、決めて、熟考してほしい

なと。多分交通立哨はその中の一つかなと私は

思っているのですが、いかんせんこの法律が、

俺の女房の誕生したときと同じ昭和33年生まれ

という古い法律ですから、でも平成28年ぐらい

に改定しているんですよね。そこら辺を、穴を

見つけて、先生が働きやすいような体制に持っ

ていける一つにしてもらえればありがたいなと

私は思っています。 

  最後に、（３）コミュニティ・スクールを担

う学校運営協議会の人員構成について伺います。 

  中部小学校だよりの「山法師」６月号に、コ

ミュニティ・スクールを支える学校運営協議会

委員名が載っていました。協議会といえば、人

事、人選が全てであります。老若男女折半が理

想であり、委員10人中女性２人では、あまりに

も時世を反映していないのではないかと懸念、

危惧するものです。教育に熱心過ぎるのは、父

親よりも母親であり、脳細胞が柔軟かつみずみ

ずしいのは、男より女であると私は判断するも

のです。この件についての教育長の見解を伺い

ます。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 本市の学校運営協議会の規則

では、学校の運営協議会の委員20名以内と。構

成メンバーは対象学校に在籍する児童生徒の保

護者、地域住民、校長、教職員、学識経験者、

それから学校を支援してくださる地域学校協働

活動推進員など、さらには関係行政機関の職員

の方から、校長の意見に基づいて教育委員会が

任命するとなっております。任期は２年でござ

います。 

  現在の人員構成について、先ほど中部小学校

の例がございましたが、学校によって人数には

違いがございますけれども、教職員を含めて14
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名から20名としているところであります。 

  市全体では166名となります。そのうち、男

性の委員が118名で約71％、女性委員が48名で

約29％という状況でございます。 

  学校運営協議会がうまく進むためには、委員

の人選が極めて重要であることは、議員おっし

ゃるとおりであります。各学校の人選につきま

しては、校長が地域に積極的に足を運ぶなどし

て人材を発掘して、それぞれの学校が抱える諸

課題を適切に解決するために必要と考える方を

委員としてお願いしておりますので、結果とし

て先ほど申しあげたような割合になっていると

ころであります。 

  学校と地域の連携協働が円滑に進むためには、

学校運営協議会の委員は異なった立場の人であ

っても、同じ目的のために対等な立場で活動す

るということが重要でありますので、委員の任

命に当たっては、肩書、経験、男女比というこ

ともあるのだと思いますけれども、それだけで

はなくて、さらにイコールパートナーとして、

学校運営に自分事として積極的に関わっていた

だける、そういった視点を重視してまいりたい

と考えているところであります。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 ちなみに、中部小学校は役員２

人を除いて10名で構成されております。多分名

前から見るに、女性の平委員は２名かな、だと

思います。太田陽子議員のジェンダーフリーで

はありませんが、我々は戦後の人間ですので、

男女共同教育で育ちましたので、せめて半分ぐ

らいいないと、多分所期の目的が達せられない

のではないかと思います。 

  授業参観などに行くと分かりますが、行くの

はほとんどが母親です。多分教育も熱心なのは

母親かなと私も思いますので、ぜひ熱心な母親、

そして肩書のある方だけではなくて、無名の人

でも入れるような見識を持ってもらえれば、私

はいいのかなと。名前を見ますと、多分みんな

肩書のある方ばかりのような気がしましたので、

そこら辺は垣根を取り払って、もう少し自由な

感覚で任命というか、選んでもらえれば、教育

長が目指す教育像が実現できるのではないかと

思いますので、これからはより一層それに配慮

して、任命なり人選なりを進めてもらえればあ

りがたいなと思います。 

  これで私の質問を終わります。 

 

   散    会    午後１時２３分 

 

○國井輝明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 


